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指定計画相談支援・指定障害児相談支援 重要事項説明書 

 

この重要事項説明書は、社会福祉法第７６条及び第７７条の規定、「障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援事業の人員及び運営に関する基準」第５条の

規定並びに「児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」第５条の規

定に基づき、本事業所の概要や提供するサービスの内容その他のサービスの選択に資すると認められる

重要事項をサービス利用希望者に対して説明するものです。 

 

１．事業者の概要 

法人の名称 合同会社 ジャストライト   

法人の所在地 大分県中津市大字今津 620-1  

法人の電話番号 ０９７９－６４－９２０３ 

法人のＦＡＸ番号 ０９７９－６４－９１９７ 

法人のＥ－ｍａｉｌ  justright@j2.gmobb.jp 

法人の代表者  大島 伸城 

法人の設立年月日 令和２年１月２７日 

 

２．事業所の概要 

事業所の名称 相談支援事業所 ことり 

事業所の所在地 大分県中津市大字今津 620-1 

事業所の電話番号 ０９７９－６４－９２０３ 

事業所のＦＡＸ番号 ０９７９－６４－９１９７ 

事業所のＥ－ｍａｉｌ  justright@j2.gmobb.jp 

事業所の開設年月 令和７年１０月 

事業の目的・運営方針 

１．指定計画相談支援及び指定障害児相談支援は、利用者又は利用者

の保護者（以下「利用者等」という。）の意思及び人格を尊重し、常

に当該利用者の立場に立って行います。 

２．指定計画相談支援及び指定障害児相談支援は、利用者が自立した

日常生活又は社会生活を営むことができるように配慮して行いま

す。  

３．指定計画相談支援及び指定障害児相談支援は、利用者の心身の状

況、その置かれている環境に応じて、利用者等の選択に基づき、適

切な保健、医療、就労支援、教育等のサービス（以下「福祉サービス

等」という。）が多様な事業所から、総合的かつ効果的に提供される

よう配慮して行います。 

４．指定計画相談支援及び指定障害児相談支援は、利用者等に提供さ

れる福祉サービス等が特定の種類又は特定の事業者に不当に偏るこ

とのないよう、公正中立に行います。 

５．指定計画相談支援及び指定障害児相談支援は、市町村、事業者等
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との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善及び開発に努

めます。 

６．指定計画相談支援及び指定障害児相談支援は、自らその提供する

指定計画相談支援及び指定障害児相談支援の評価を行い、常にその

改善を図ります。 

７．指定計画相談支援及び指定障害児相談支援は、関係法令等を遵守

します。 

 

３．事業所の職員体制 

職種 人数 勤務形態 

管理者 １名 常勤・相談支援専門員兼務 

相談支援専門員 １．５名 常勤１名・非常勤０．５名 

 

４．職員の職務内容 

職種 職務内容 

管理者 

従業者の管理、指定計画相談支援及び指定障害児相談支援の利用の申し

込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行いま

す。また、従業者に関係法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を

行います。 

相談支援専門員 

【基本相談支援】 

障害者等からの相談に応じ、情報の提供等を行い、市町村や障害福祉サー

ビス事業者等との連絡調整を行います。 

 

【サービス等利用計画・障害児支援利用計画の作成】 

障害福祉サービス等の支給決定等の申請に係るサービス等利用計画又は

障害児支援利用計画の原案を作成します。また、支給決定等が行われた後

に、関係者との連絡調整を行い、サービス等利用計画又は障害児支援利用

計画の作成を行います。 

 

【モニタリング】 

支給決定等の有効期間内において、利用者が継続して障害福祉サービス等

を適切に利用することができるよう、サービス等利用計画又は障害児支援

利用計画が適切であるかどうかにつき、見直しを行います。また、見直し

の結果に基づき、サービス等利用計画又は障害児支援利用計画を変更する

とともに、関係者との連絡調整又は新たな支給決定等に係る申請の勧奨を

行います。 
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５．事業所の営業日及び営業時間 

営業日 
月曜日から土曜日（１２月３０日から１月３日を除く） 

（その他、会社の定めた休業日に準ずる） 
営業時間 月～土 ８時３０分から１７時３０分 

その他 
上記の営業日、営業時間のほか、電話等により緊急時の連絡が可能な体制

をとっています。 

 

６．通常の事業の実施地域 

中津市、宇佐市、吉富町、豊前市、由布市、日田市 

 

７．主たる対象者 

 

８．指定計画相談支援及び指定障害児相談支援の提供方法及び内容 

（１） サービス等利用計画・障害児支援利用計画を作成します。 

 

【計画作成までの流れ】 

 

 

特定なし 

利用者の日常生活全般を支援する観点から、利用者又は障害児の保護者によるサービス選択に資する

よう、地域における指定障害福祉サービス事業者、指定障害児通所支援事業者、指定一般相談支援事業

者に加え、地域住民による自発的な活動によるサービス等も含めて、そのサービスの内容、利用料等の

情報を適正に提供します。 

 

利用者及びその家族に面接して、利用者の心身の状況、その置かれている環境及び日常生活全般の状

況等を確認し、利用者の希望する生活や利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援する

上で解決すべき課題等の把握を行います。 

把握した課題等に対応するための最も適切な福祉サービス等の組み合わせについて検討し、利用者及

びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供される福祉

サービス等の目標及びその達成時期、福祉サービス等の種類等を記載したサービス等利用計画又は障

害児支援利用計画の原案を作成し、利用者又は障害児の保護者に交付します。 

支給決定等が行われた後に、支給決定等の内容を踏まえて変更を行ったサービス等利用計画又は障害

児支援利用計画の原案に位置付けられた福祉サービス等の担当者を招集してサービス担当者会議を開

催し、計画の原案の内容を説明するとともに、担当者から専門的な見地からの意見を求めます。 
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担当者から専門的な見地からの意見を求めたサービス等利用計画又は障害児支援利用計画の原案の内

容を基にサービス等利用計画又は障害児支援利用計画を完成し、利用者又はその家族に対して説明、文

書により利用者の同意を得た上で、利用者又は障害児の保護者並びに福祉サービス等の担当者に交付

します。 

 

（２） サービス等利用計画・障害児支援利用計画のモニタリングを実施します。 

計画の実施状況の把握及

び計画の変更等 

利用者及びその家族、福祉サービス等の事業者との連絡を継続的に行いつ

つ、作成したサービス等利用計画又は障害児支援利用計画の実施状況を把

握し、必要に応じて計画の変更、関係機関との調整を行います。また、新

たな支給決定等が必要であると認められる場合には、利用者に対し、支給

決定等に係る申請の勧奨を行います。 

入所施設等への紹介又は 

地域生活への移行に係る 

情報提供 

利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難となった場合又は

利用者が指定障害者支援施設、指定障害児入所施設若しくは精神科病院へ

の入所又は入院を希望する場合は、入所施設等への紹介を行います。また、

入所施設等から退院又は退院しようとする利用者又はその家族から依頼

があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう援助しま

す。 

 

９．利用料金 

相談支援利用料 
厚生労働大臣が定める基準額を支給決定市町村より代理受領します。 

なお、代理受領した利用料の額については、利用者に通知します。 

交通費 

利用者の希望により、通常の事業の実施地域以外の地域の居宅等を訪問し

て指定計画相談支援又は指定障害児相談支援を提供した際には、次の額を

交通費として実費でいただきます。 

事業所から、片道概ね３０km １００円 

 

１０．利用料金の支払い方法 

 交通費の支払いは、１ヶ月ごとに計算し、翌月１０日までに請求しますので、所定の期日までに現金

でお支払い下さい。 

 その他の支払いは直接お支払い下さい。 

 

１１．事故発生時の対応 

ご利用者の容態に急変があった場合は、主治医に連絡する等必要な処置を講じるほか、ご家族等へ速

やかにご連絡いたします。また、利用者に対する指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の提供によ

り賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。 
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１２．苦情を受け付けるための窓口 

【本事業所の苦情窓口】 

連絡先 相談支援事業所 ことり 

電話番号 ０９７９－６４－９２０３ 

ＦＡＸ番号 ０９７９－６４－９１９７ 

Ｅ－ｍａｉｌ justright@j2.gmobb.jp 

担当者 宮村 由紀子 

 

 本事業所では、地域にお住まいの方を第三者委員に選任し、地域住民の立場から本事業所のサービス

に対する意見などいただいています。本事業所への苦情やご意見は「第三者委員」に相談することも  

できます。 

本事業所では解決できない苦情や虐待等の相談は、行政機関又は大分県社会福祉協議会に設置された

運営適正化委員会に申し立てることができます。 

 

【中津市福祉支援課障害福祉係】 

所在地 大分県中津市豊田町１４番地の３ 

受付日 月曜日から金曜日まで。ただし、国民の祝日、年末年始は除きます。 

受付時間 ８：３０～１７：１５ 

電話番号 ０９７９－２２－１１１１ 

ＦＡＸ番号 ０９７９－２４－７５２２ 

 

【大分県福祉サービス運営適正化委員会】 

所在地 
大分県大分市大津町２丁目１番４１号大分県総合社会福祉会館内（大分県

社会福祉協議会 内） 

受付日 月曜日から金曜日まで。ただし、国民の祝日、年末年始は除きます。 

受付時間 ９：００～１７：００ 

電話番号 ０９７－５５８－０３００ 

ＦＡＸ番号 ０９７－５５８－１６３５ 

 

１３．虐待の防止のための措置 

本事業所では、利用者に対する虐待を早期に発見して迅速かつ適切な対応を図るため、次の措置を 

講じています。 

（１） 虐待の防止に関する責任者の選定 【虐待防止責任者】管理者 宮村 由紀子 

（２） 成年後見制度の利用支援 

（３） 苦情解決体制の整備 

（４） 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施 

（５） 障害者虐待防止法に基づく対応 
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１４．個人情報の取扱い 

 個人情報については＜契約書第 13条＞のとおり、適正に取扱います。 

 

１５．サービス提供の記録 

本事業所では、指定計画相談支援及び指定障害児相談支援の提供に関する記録を整備し、サービス提

供日から５年間保存しております。また、利用者又は障害児の保護者が他の指定特定相談支援事業所又

は指定障害児相談支援事業所の利用を希望する場合、その他利用者又は障害児の保護者からの申出があ

った場合には、直近のサービス等利用計画又は障害児支援利用計画及びその実施状況に関する書類を交

付します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本事業所にて保存している記録】 

・ 福祉サービス等の事業を行う者等との連絡調整に関する記録 

・ 個々の利用者ごとに次の事項を記載した相談支援台帳 

サービス等利用計画案及びサービス等利用計画 

障害児支援利用計画案及び障害児支援利用計画 

 アセスメントの記録 

 サービス担当者会議等の記録 

 モニタリングの結果の記録 

・ 利用者に関する市町村への通知に係る記録 

・ 利用者からの苦情の内容等の記録 

・ 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 
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   年   月   日 

 

指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の提供にあたり、利用者に対して契約書及び本書面に基づ

いて、重要な事項の説明を行いました。 

 

相談支援事業所 ことり 

説明者  職 名  相談支援専門員              

                          

 

私は、契約書及び本書面により、事業者から指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の提供にあた

り、重要な事項の説明を受け、同意しました。 

 

利用者 

（住所） 

 

（氏名）                       

 

 利用者は、心身の状況等により署名ができないため、利用者本人の意思を確認の上、私が利用者に代

わって、その署名を代筆しました。 

 

代筆者 

（住所） 

 

（氏名）                       

 

（続柄） 
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相談支援事業所 ことり   

＊利用料金＊                      （2025.１０.1 現在） 

基本相談支援 ご相談等についての利用料金は無料です。 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス利用支援費 １５，７２０円（１月につき） 

加算 

特別地域加算 ２．３６０円（１月につき） 

初回加算 ３．０００円（1 月につき） 

退院・退所加算 ２．０００円（1 月につき） 

医療・保育・教育機関

等連携加算 

１．５００円～３．０００ 

  （1 月につき） 

継続サービス利用支援費 １３．０８０円（1 月につき） 

加算 

特別地域加算 １．９６０円（1 月につき） 

利用者負担上限額管

理加算 

１．５００円（1 月につき） 

入院時情報連携加算 (Ⅰ)２．０００円（1 月につき） 

(Ⅱ)１．０００円（1 月につき） 

サービス担当者会議

実施加算 

１．０００円（1 月につき） 

サービス提供時モニ

タリング加算 

１．０００円（1 月につき） 

 

障害児支援利用援助費 １７．６６０円（1 月につき） 

加算 

特別地域加算 ２．６５０円（1 月につき） 

初回加算 ５．０００円（1 月につき） 

退院・退所加算 ２．０００円（1 月につき） 

医療・保育・教育機関

等連携加算 

１．５００円～３．０００ 

  （1 月につき） 

継続障害児支援利用援助費 １４．４８０円（1 月につき） 

加算 

特別地域加算 ２．１７0 円（1 月につき） 

利用者負担上限額管

理加算 

１．５００円（1 月につき） 

入院時情報連携加算 (Ⅰ)２．０００円（1 月につき） 

(Ⅱ)１．０００円（1 月につき） 

サービス担当者会議

実施加算 

１．０００円（1 月につき） 

サービス提供時モニ

タリング加算 

１．０００円（1 月につき） 

計画相談支援 

その他の加算 
加算 

主任相談支援専門員

配置加算 

１．０００～３．０００円 

（１月につき） 

計画相談支援 

障害児相談支援 
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居宅介護支援事業所

等連携加算 

保育・教育等移行 

支援加算 

１．０００～３．０００円 

（1 月につき） 

１．０００～３．０００円 

（1 月につき） 

集中支援加算 

 

１．５００～３．０００円 

（１月につき） 

行動障害 

支援体制加算 

３００～６００円（１月につき） 

要医療児者 

支援体制加算 

３００～６００円（１月につき） 

精神障害者 

支援体制加算 

３００～６００円（１月につき） 

ピアサポート体制加

算 

１．０００円（１月につき） 

地域生活支援拠点等

相談強化加算    

７．０００円（１回につき） 

地域体制強化共同支

援加算 

２０．０００円（１回につき） 

高次脳機能障害者支

援体制加算 

３００～６００円（１月につき） 

 

交通費 通常の事業実施地域外の地区にお住まいの方で、当事業所のサー

ビスを利用される場合に、事業所の自動車を使用した場合は次の

額を交通費として実費でいただきます。 

事業所から、片道概ね３０㎞ １００円 

その他の費用 ご利用者の事情により必要となるものは実費をご負担いただくこ

とがあります。その際は、前もって説明を行います。 

 

※ 上記の利用料金（地域移行支援・地域定着支援・計画相談支援・障害児相談支援）について

は、事業者が法律の規定に基づいて、市町村から上記の金額を代理受領します。利用者の自己

負担はありません。 

 

※ 交通費の支払いは、１ヶ月ごとに計算し、翌月１０日までに請求しますので、所定の期日まで

に現金でお支払い下さい。 

 

※ その他の費用の支払いは、直接お支払い下さい。 

 

 


